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農
山
漁
村
財
政
の
五
箇
年
記
録

汐

見

良E

)芋

日

大
都
舎
の
市
民
の
中
に
は
直
接
園
枕
を
納
付
せ
や
、
従
っ
て
地
方
税
を
負
婚
す
る
事
な
く
生
活
し
て
ゐ
る
人
が
相
官
の
教
に
上
つ

て
ゐ
る
。
郡
部
に
於
て
は
直
接
園
税
を
納
付
し
な
い
人
は
あ
っ
て
も
地
方
税
は
納
め
た
い
人
は
殆
ん
ど
存
し
た
い
の
で
あ
る
。
大
都

曲
師
の
市
民
の
財
政
生
活
が
国
家
財
政
中
心
に
締
ま
れ
て
ゐ
る
K
反
L
郡
部
の
住
民
の
財
政
生
活
は
地
方
財
政
中
心
に
轡
ま
れ
て
ゐ
る

と
云
つ
で
も
過
言
で
な
い
。
乙
れ
我
が
園
民
の
財
政
生
活
を
企
図
通
じ
て
概
括
的
に
観
察
す
る
以
外
に
、
都
都
を
匝
別
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
財
政
生
活
を
研
究
す
る
必
要
あ
る
所
以
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
郡
部
の
住
民
の
財
政
生
活
が
主
と
し
て
地
方
財
政
中
心
に
逸
ら
れ
で
ゐ
る
事
は
著
し
い
特
色
で
あ
る
が
、
共
の
財
政

生
活
の
内
容
は
居
住
す
石
地
方
に
よ
り
具
り
、
従
事
す
る
主
要
産
業
の
如
何
に
よ
れ
リ
違
っ
て
ゐ
る
。
故
に
郡
部
住
民
の
財
政
生
活
を

一
律
に
観
察
す
る
事
が
出
来
な
い
。
議
に
郡
部
住
民
の
財
政
生
活
を
概
括
的
に
観
察
す
る
以
外
に
、
地
方
別
.
主
要
産
業
別
に
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

筆
者
は
内
務
省
地
方
局
の
先
鞭
に
な
ら
ひ
農
村
、
養
議
村
、
山
村
・
漁
村
の
住
民
の
財
政
生
活
に
つ
き
昭
和
九
年
よ
り
標
本
調
食

濃
山
漁
村
財
敦
の
五
筒
年
記
録

二
六
九



由
民
山
漁
村
財
政
の
五
筒
年
記
録

七
C 

を
始
め
た
の
で
あ
る
。

地
方
局
の
調
査
は
共
後
の
時
h

の
必
要
に
舷
じ
方
法
を
鑓
じ
必
宇
し
も
一
貫
し
て
ゐ
た
い
が
、
相
手
者
は
日
本

思
一
・
術
振
興
舎
の
援
助
の
下
に
最
初
か
ら
の
調
脊
一
方
法
を
鐙
更
す
る
事
な
く
繕
績
し
、
昭
和
九
、
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
の
五
箇
年

に
わ
た
り
記
録
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
同
域
が
京
都
府
、
大
阪
府
、
滋
賀
勝
、
奈
良
将
、
兵
庫
鯨
の
二
府
三
勝
に
限
ら
れ
て
ゐ

る
附
捕
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
紙
上
初
交
ど
挫
け
」
寛
地
調
賓
に
軍
き
を
置
い
た
黙
は
本
記
録
の
特
色
を
あ
る
。
寅
地
調
査
は
軍
者
円
ら
之

そ
一
け
っ
た
が
、
ヂ
の
足
り
な
い
所
は
川
杉
放
問
中
士
と
柏
井
家
雄
謬
士
、
川
L

よ
り
助
力
を
交
け
た
の
一
?
る
る
。

先
づ
過
去
五
年
間
の
同
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
交
抄
を
連
べ
、
次
に
-
一
的
一
ニ
膝
い
於
付
る
杭
表
的
農
山
漁
剰
の
判
色
を
一
市
し
、

然
る
後
に
農
山
漁
村
の
財
政
生
活
の
記
録
を
明
か
に
し
た
い
。

一一
f也
方
財
政
補
給
金
の
接
展1)

従
来
、
我
図
の
地
方
財
政
は
同
家
財
政
よ
り
相
倒
立
す
る
事
を
建
前
と
し
、
闘
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
聯
絡
は
比
較
的
に
掲
弱
で

る
っ
た
。
勿
論
、
国
税
徴
牧
交
付
金
を
大
蔵
省
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
が
如
き
、
警
察
費
連
帯
支
耐
祈
念
を
内
務
省
よ
り
遁
附
将
に

渡
す
が
如
き
、
特
定
の
岡
政
事
務
を
地
方
閤
髄
に
委
任
し
.
共
れ
に
劉
し
特
定
補
給
金
を
胤
(
へ
る
事
は
よ
く
行
は
れ
る
方
法
で
あ
。

た
。
然
し
使
詮
を
特
定
行
政
事
務
に
限
定
せ
や
し
て
地
方
圏
憾
の
財
政
鮫
陥
を
補
ふ
矯
め
に
輿
へ
る
財
政
相
給
金
に
至
つ
て
は
、
昭

和
十
一
年
度
の
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
を
始
め
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
は
昭
和
十
一
年
度
限
り
で
消
滅
し

た
が
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
昭
和
十
二
年
度
に
計
上
し
昭
和
十
三
年
度
に
は
増
額
し
昭
和
十
四
年
度
に
も
前
年
度
l
t
同
械
の
臨

時
地
方
財
政
楠
給
金
を
支
出
す
る
筈
で
あ
る
。
此
等
の
財
政
補
給
金
と
関
連
し
て
考
ふ
べ
き
は
小
皐
校
教
員
俸
給
分
権
全
と
尋
常
小

~fII稲.地方財政調整交付金制度(自治制主主干lJ五「一周年臼念論文11';)。



曲
昌
平
校
費
臨
時
補
助
金
と
の
こ
つ
で
る
っ
て
準
財
政
補
給
金
と
名
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
此
の
三
つ
の
補
給
金
は
小
山
学
校
と
云
ふ
特
定
行

政
事
務
に
関
連
し
て
ゐ
る
か
ら
此
の
附
掛
か
ら
云
へ
ば
特
定
行
政
目
的
の
補
給
金
で
あ
る
が
、

そ
の
分
配
方
法
が
財
政
力
強
き
所
に
薄

く
財
政
力
弱
き
所
に
厚
い
の
で
此
の
意
味
で
は
財
政
補
給
金
で
あ
り
、
以
上
二
つ
の
性
質
を
併
せ
考
へ
て
見
る
と
准
財
政
補
給
金
と

名
づ
け
る
事
が
出
来
る
。
図
庫
支
出
の
財
政
補
給
金
と
準
財
政
補
給
金
と
を
合
計
す
る
と
、
第
一
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。
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以
上
の
準
財
政
補
給
金
及
び
財
政
術
給
金
は
何
れ
も
地
方
財
政
の
租
税
負
捨
を
較
滅
す
る
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、

l
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七
世
用
問
手
A

百
九
は

じ
て
之
を
行
ふ
も
の
と
町
村
財
政
の
み
に
之
を
行
ふ
も
の
と
が
あ
る
。
又
都
都
を
通
じ
て
負
拾
の
軽
減
を
は
か
る
と
し
て
も
共
の
程

度
は
町
村
財
政
に
厚
く
大
都
市
財
政
に
薄
い
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
準
財
政
補
給
金
及
び
財
政
補
給
金
は
農
山
漁
村
の
租
税
負
婚
を
軽

滅
す
る
の
を
重
要
な
る
目
的
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
岡
家
財
政
と
地
方
財
政
去
の
聞
に
一
種
の
財
政
補
給
金
の
胆
閥
系
が
生
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
回
顧
す
れ
ば
財
政
柿
給
品
川
一

の
必
要
を
明
か
に
し
た
の
は
内
閣
審
議
舎
で
あ
っ
て
、
現
に
庚
岡
内
閣
の
お
揚
財
政
は
内
閣
宋
議
舎
の
結
論
を
後
展
せ
し
め
て
地
方

財
政
調
整
交
付
金
在
る
恒
久
的
制
度
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
行
の
臨
時
地
方
財
政
補
給
令
は
内
務
省
所
管
の
歳
出

臨
時
部
に
属
し
年
々
新
た
に
議
舎
の
協
費
を
へ
る
事
と
た
っ
て
ゐ
る
が
、
昭
和
十
二
年
度
に
一
倍
闘
、
昭
和
十
三
年
度
に
一
億
三
千

高
闘
を
一
不
し
昭
和
十
四
年
度
に
同
じ
く
一
億
三
千
寓
闘
を
計
上
し
て
ゐ
る
事
を
考
へ
る
と
、
名
は
臨
時
で
る
っ
て
も
賓
は
恒
久
化
し

た
制
度
と
左
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

過
去
五
筒
年
を
通
じ
観
察
す
る
に
、
米
僚
と
繭
債
と
の
間
復
、

土
地
賃
貸
債
格
の
改
訂
に
よ
る
地
租
の
軽
減
等
に
よ
り
農
山
漁
村

の
経
済
紙
態
は
良
好
に
向
。
て
ゐ
る
。
加
ふ
る
に
小
島

d

校
毅
員
俸
給
分
捲
金
の
培
綴
と
尋
常
小
島
一
段
費
臨
時
補
助
金
と
臨
時
町
村
財

地方財政改善=脇スル内閣審議合中間報告。2) 



政
補
給
金
と
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
と
の
新
設
あ
り
農
山
漁
村
の
租
税
負
捲
は
相
営
に
軽
減
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
関
費
膨
肢
の
際

に
拘
ら
や
農
山
漁
村
の
租
税
負
捲
に
此
の
樫
減
を
見
た
る
事
は
淘
に
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
資
地
調
査
に
よ
り
筆
者
の
見
た
る

所
は
果
し
て
如
何
に
な
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
項
を
改
め
で
之
を
論
じ
た
い
。

二
府
三
腕
に
於
け
司
令
代
表
的
農
山
漁
村
の
選
定

農
山
漁
村
の
代
表
的
の
も
の
を
選
定
す
る
標
準
は
昭
和
十
年
に
内
務
省
地
方
局
が
全
国
に
わ
た
り
調
査
し
た
も
の
を
踏
襲
し
た
の

で
あ
る
の
内
務
省
調
査
の
昭
和
九
年
の
生
産
綿
金
鮪
を
各
村
山
母
に
附
記
し
て
第
二
去
を
得
た
の
で
る
る
。

第

若を

調
官
宜
村
名
一
知
(
括
弧
内
は
部
名
)
(
監
字
は
唱
和
九
年
四
生
鷹
拐
に
し
て
明
院
予
問
)
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農
山
漁
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五
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生

奈
良
野
に
抽
出
村
の
無
い
の
は
地
勢
の
関
係
よ
り
止
む
を
制
作
た
い
。
大
阪
府
で
は
商
工
業
め
色
彩
が
名
村
に
浸
潤

L
漁
村
養
鏡
村
の

適
山
一
円
同
な
る
も
の
を
採
る
事
が
出
来
・
な
か
っ
た
。
滋
賀
牒
犬
上
郡
踊
満
村
は
代
表
的
農
村
で
る
っ
た
が
、
共
後
彦
根
市
に
合
併
せ
ら
れ

た
の
で
除
く
事
と
し
た
。
生
産
総
金
額
は
最
低
の
七
寓
国
(
大
阪
府
南
河
内
郡
河
内
村
)
(
昭
和
十
年
の
人
口
九
九
七
人
)
よ
り
最
高
の

百
十
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寓
八
千
園
(
滋
賀
牒
東
浅
井
郡
大
郷
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(
昭
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十
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の
人
口
四
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三
五
人
)
に
及
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ゐ
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産
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金
額
は
大
鰐
に
於
て
富
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を
示
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筈
で
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が
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数
字
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自
慌
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確
貨
で
な
く
加
ふ
る
に
人
口
の
多
少
の
影
響
す
る
所
が
少
く
な
い
か
ら
、

資
料
と
す
る
に
止
め
る
。

一
膝
の
参
考
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四
十
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に
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口
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簡
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友
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四
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の
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か
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置
く
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人
口

と
し
て
は
昭
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五
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口
と
昭
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十
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月
一
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現
在
の
凶
勢
調
貸
人
口
と
を
比
較
し
、
経
済
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し
て
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内
務
省
地
方
局
調
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前
掲
第
一
去
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生
産
総
金
額
の
中
で
農
耕
産
金
額
と
諒
繭
産
会
舗
と
林
産
金
制
と
水
産
金
額
と
工
産
金

ぃ
。
か
く
て
第
三
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

額
と
が
何
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
た
ロ
生
産
額
統
計
が
人
口
同
勢
調
奈
ほ
ど
に
医
確
で
な
い
事
は
云
ふ
迄
も
な
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二二 o 
→三 4コ
-le Cコ
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一
一
・
穴
四

0
・
一
八

フ匂 区現

在 τ=
L三二二

Cコ三五

四ヨノ、
三s:.三Z• 一

第
三
去
を
見
て
気
付
く
の
は
、
昭
和
五
年
十
月
一
日
よ
り
昭
和
十
年
十
月
一
日
に
至
る
五
筒
年
間
に
人
口
の
精
し
て
ゐ
る
村
が
十

じ
陀
し
て
減
少
し
て
ゐ
る
村
が
三
十
一
で
あ
る
事
で
あ
る
。
内
地
人
口
が
昭
和
瓦
年
の
六
千
四
百
四
十
五
高
人
よ
り
四
百
八
十
高
人

増
し
で
昭
和
十
年
の
六
千
九
百
二
十
五
寓
人
と
な
っ
で
ゐ
る
の
と
比
較
し
て
著
し
き
針
照
を
な
し
て
ゐ
る
。
そ
の
中
で
農
村
と
山
村

と
の
人
口
は
増
加
と
減
少
と
の
削
方
の
場
合
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
養
誌
村
と
漁
付
と
ほ
例
外
な
く
減
少
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
地
方

防
が
代
表
村
を
濃
川
心
し
た
標
準
如
何
に
よ
り
此
の
結
果
を
生
じ
た
か
も
知
れ
む
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
我
が
農
山
漁
村
の
進
ん
で
ゐ
る

一
方
向
を
知
る
の
で
あ
る
a

+
叫
に
注
意
ナ
ペ
き
は
農
村
、
養
費
村
、
山
村
、
漁
村
の
純
料
な
る
形
態
が
少
く
生
産
綿
金
額
が
農
耕
産
、
質
繭
産
百
林
産
.
水
産
‘

工
藤
等
の
各
方
面
に
跨
っ
て
多
角
的
生
産
を
示
し
て
ゐ
る
事
と
或
る
意
味
に
於
て
は
凡
て
の
村
が
農
村
で
あ
る
事
と
で
あ
る
。
特
に

注
目
す
べ
き
は
四
十
八
箇
村
の
中
で
工
産
制
酬
が
生
産
綿
額
の
一
一
割
以
上
を
占
め
て
ゐ
る
村
が
十
五
に
上
り
、
大
阪
府
の
見
山
村
の
如

き
は
六
割
五
分
の
大
き
に
逮
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

誌
に
農
山
漁
村
財
政
の
五
筒
年
記
録
を
調
べ
る
に
常
り
、
生
産
綿
金
額
に
於
て
農
村
、
養
誌
村
、
山
村
、
漁
村
の
色
彩
が
最
も
模

厚
に
現
は
れ
て
ゐ
る
も
の

L
み
を
二
府
三
鯨
よ
り
一
村
づ

L
採
用
し
た
。
農
村
と
し
て
は
大
限
仰
の
二
一
筒
牧
、
京
都
府
の
宮
本
、
兵

庫
螺
の
谷
外
‘
奈
良
燃
の
平
和
、
滋
賀
防
相
の
卒
回
の
五
箇
村
を
と
り
、
養
護
村
と
し
て
は
京
都
府
の
吉
美
、
兵
庫
燃
の
紳
紫
、
奈
良

燃
の
中
荘
、
滋
賀
懸
の
上
草
野
の
悶
箇
村
を
選
ぴ
、
山
村
と
し
て
は
犬
阪
府
の
豊
野
、
京
都
府
の
花
背
、
兵
庫
廓
の
越
知
谷
、
奈
良

農
山
漁
村
財
政
白
五
筒
年
記
録

七
-t.; 



鳥
山
漁
村
財
政
白
五
筒
年
記
録

二
七
八

懸
の
黒
瀧
、
滋
賀
臓
の
三
谷
の
五
箇
村
を
調
べ
、
漁
村
と
し
て
京
都
府
の
伊
根
、
兵
庫
脇
の
川
川
島
、
滋
賀
燃
の
小
松
の
三
筒
村
に
よ

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
都
合
十
七
筒
村
を
得
た
の
で
あ
る
。

四

昭
和
九
年
度
乃
至
十
二
年
度
の
十
七
箇
村
の
租
税
負
品
開

た
都
曾
の
市
民
の
粗
税
負
憶
は
主
と
し
て
減
税
に
集
中
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
農
山
漁
村
山
住
民
の
机
税
負
捻
は
印
刷
J
り
地

方
税
中
心
と
な
ワ
て
ゐ
る
。
而
し
て
農
山
漁
材
の
負
捨
す
る
地
方
税
の
主
要
占
た
る
も
の
に
、
物
従
と
し
て
は
地
租
附
加
拾
が
あ
り
、

人
税
と
し
て
は
戸
数
剣
を
教
へ
る
事
が
出
来
る
。
又
、
農
山
漁
村
の
負
捨
す
る
直
接
闘
挽
は
少
い
と
一
五
ふ
も
の
t
h

図
役
地
租
は
相
常

額
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
前
項
に
選
定
し
た
十
七
筒
村
に
つ
き
岡
税
地
租
と
府
牒
税
の
代
表
た
る
地
租
附
加
税
と
特
別
地
獄
と
利

税
と
し
て
代
表
的
の
戸
数
割
と
地
租
間
加
税
と
特
別
地
税
附
加
枕
と
を
調
ぺ
て
、
昭
和
九
、
十
一
、
十
二
告
定
第
四
表
の
結
決
を

得
た
の
で
あ
る
。

第
四
表

十
七
筒
村
の
主
要
国
税
地
方
税
負
権
額
表
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地
租
は
殆
ん
ど
縫
っ
て
ゐ
友
い
。
土
地
賃
貸
債
格
が
課
税
桜
準
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
十
年
ム
け
に
起
る
土
地

一文
さ
一
五

六一
-
A

亮一

賃
貸
債
格
の
改
訂
の
時
期
1

1

最
近
の
例
に
つ
い
て
云
へ
ば
昭
和
十
三
年
度
1

1

で
な
い
限
り
は
犬
な
る
轡
化
を
示
さ
た
い
の
で
あ

第
四
表
を
見
る
に
、



る
。
地
租
附
加
段
、
特
別
地
枕
、
特
別
地
役
附
加
説
、
戸
数
割
に
於
て
は
、
多
少
の
例
外
を
除
き
減
少
の
傾
向
の
著
し
き
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
等
常
小
島
十
校
費
臨
時
補
助
金
、
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
闘
庫
よ
り
地
方
闇
慌
に
交
付
し
た
結
旧
対
で

あ
る
。
第
四
表
の
地
租
、
地
租
附
加
枕
、
特
別
地
検
、
特
別
地
税
附
加
税
は
農
山
漁
村
の
負
拾
す
る
租
殺
の
主
要
部
分
を
占
め
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
租
税
負
捨
線
額
を
調
ペ
る
必
要
が
あ
る
。

但
し
間
接
関
税
は
柏
崎
嫁
闘
係
が
複
雑
せ
る
矯
め
正
確
た
る

負
婚
を
明
か
に
し
難
い
慌
が
あ
る
か
ら
、
第
五
表
に
は
直
接
税
負
捲
初
を
一
不
す
に
止
め
た
の
で
あ
る
。

1・・T関・・・ー--・・・
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農
山
漁
村
い
づ
れ
を
見
て
も
、
昭
和
十
一
年
よ
り
昭
和
十
二
年
に
か
け
て
直
接
挽
の
負
捨
額
が
減
少
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
更

に
直
接
園
枕
一

O
Oと
し
て
見
た
る
地
方
枕
の
比
率
の
減
少
し
て
ゐ
る
事
も
明
か
で
あ
る
。

昭
和
十
一
年
乃
至
十
二
年
の
農
村
負
拾
の
減
少
は
全
く
地
方
税
針
策
が
共
の
放
浪
を
示
し
た
の
に
外
な
ら
友
い
。
然
ら
ば
支
那
事

受
下
の
昭
和
十
一
-
一
年
度
は
如
何
た
る
情
勢
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
，
っ
か
。
昭
和
十
三
年
度
に
つ
い
て
は
常
例
珠
算
の
み
務
長
せ
ら

れ
調
定
額
が
判
明
し
司
な
い
か
ら
、
間
接
の
資
料
に
よ
り
之
を
推
定
す
る
事
と
し
た
。

五

昭
和
十
三
年
度
の
農
山
漁
村
の
財
政

昭
和
十
三
年
度
の
我
が
財
政
は
閥
次
経
費
の
方
面
に
於
て
未
曾
有
の
膨
脹
を
見
て
ゐ
る
か
ら
、

そ
れ
と
調
和
を
と
る
潟
め
に
地
方

経
費
に
つ
い
て
は
努
め
て
節
約
方
針
を
維
持
し
、
従
っ
て
農
山
漁
村
財
政
の
経
費
は
原
則
と
し
て
副
理
化
を
見
友
い
の
で
あ
る
。
故
に

農
山
漁
村
財
政
白
五
筒
年
記
録

i¥. 



農
山
漁
村
財
政
の
五
箇
年
記
録

丹、

四

農
山
漁
村
の
租
税
負
拾
に
増
減
あ
り
と
せ
ば
、
税
制
整
理
に
伴
ふ
園
税
負
捨
の
軽
減
と
財
政
補
給
金
の
増
績
に
よ
る
地
方
税
の
一
減
少

と
の
こ
方
面
に
於
て
之
を
見
る
の
で
あ
る
。

我
が
同
税
は
最
近
二
箇
年
聞
に
若
干
の
新
税
法
と
臨
時
租
税
増
徴
訟
と
北
支
事
件
特
別
税
法
と
支
那
事
後
特
別
税
法
と
の
制
定
の

絡
め
に
相
品
市
街
の
心
情
松
守
一
見
た
の
で
る
る
が
、

此
昨
一
寸
の
掛
川
校
は
主
と
し
て
都
合
田
中
心
に
行
は
れ
、

農
山
漁
村
の
方
面
に
は
原
則
と
し

て
影
響
が
少
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寧
ろ
不
動
産
登
録
税
の
軽
減
と
地
租
の
経
減
と
に
よ
っ
て
幾
分
の
減
拾
を
見
た
の
で
あ
る
。
農

付
に
利
得
閥
係
の
最
も
大
な
ら
凶
枕
は
地
租
マ
め
る
ロ

地
税
は
税
市
平
日
仏
叫
叩
γ

化
h
b口
限
ふ
り
土
仙
川
食
制
民
恨
絡
に
よ
り
て
丸
ハ
の
税
制
酬
が
定
ま

る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
昭
和
十
三
年
に
は
土
地
賃
貸
債
格
の
改
訂
あ
り
、
十
七
筒
村
は
吠
の
如
き
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

第
六
表

十
七
筒
村
白
土
地
賃
貸
債
格
の
新
奮
比
較
(
車
位
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第
六
去
を
見
る
に
、
選
定
し
た
る
農
山
漁
村
は
例
外
な
く
土
地
賃
貸
債
格
を
減
じ
従
っ
て
図
枕
地
視
の
負
拾
の
軽
減
を
見
た
の
で

な
い
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。

あ
る
。
園
税
地
租
に
磁
減
を
兄
た
る
以
土
は
、
農
山
漁
村
は
昭
和
十
三
年
度
の
直
接
関
従
に
闘
す
る
隈
り
少
く
と
も
負
権
は
増
加
し

+
引
に
地
方
税
闘
係
を
見
る
。
最
近
五
筒
年
聞
に
十
七
筒
村
が
園
庫
よ
り
受
取
っ
た
財
政
補
助
金
は
第
七
去
の
一
不
す
が
如
〈
年
を
逐

コ
C
骨
ィ
日
三
」
ヨ
う
。

』
担
t
'
万

1
h
v
F
-
一。
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昭
和
九
年
度
、
十
年
度
の
尋
常
小
患
で
校
費
踊
時
補
助
金
、
昭
和
十
一
年
度
の
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
は
比
較
的
小
梅
で
あ
っ
た
潟
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農
山
漁
村
財
政
目
玉
筒
年
記
録

二
八
六

め
地
方
税
制
粧
減
に
は
共
れ
ほ
ど
役
丘
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
十
二
年
度
の
臨
時
地
方
財
政
柿
給
金
一
倍
尉
は
相
官
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
昭
和
十
三
年
度
は
事
援
下
に
拘
ら
や
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
一
億
三
千
寓
闘
に
増
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
農
山
漁
村
の
負
捲
は
戸
数
刻
、
地
租
附
加
税
、
雑
種
税
等
に
於
て
一
居
将
減
せ
ら
れ
た
詩
で
あ
る
。

法
山
漁
村
の
負
推
す
ぺ
合
一
凶
枕
と
し
て
設
も
重
要
な
る
地
租
が
土
地
賃
貸
出
国
格
改
訂
の
結
果
と
し
て
減
じ
、
中
叫
に
財
政
補
給
金
の

品
川
H

加
に
よ
り
地
租
附
加
枚
、
戸
数
制
、
雑
税
悦
が
粁
減
サ
ら
れ
た
と
せ
ば
.
沼
口
二
一
:
パ
受
〉
一
之
、

l
E
4
1
〉

l
止
主
主
ロ
立
む
7
戸
兵
士

山
内
干
斗

J

五

1
1
一
『
器
l
百
十
ず
荘
4
t
t張
L

h

』

経
減
せ
ら
れ
た
と
見
て
差
支
へ
な
か
ら
う
。

..... ，、

結

o;，t込

000 

大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
牒
、
奈
良
町
柄
、
滋
賀
燃
の
代
表
的
農
村
、
義
政
村
・
山
村
、
漁
村
四
十
八
を
賓
地
跨
賓
し
、
特
に
十
七

筒
村
を
選
定
し
て
昭
和
九
、
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
の
五
筒
年
に
恥
た
り
租
税
負
拾
を
明
か
に
し
た
の
で
る
る
。

過
去
五
筒
年
の
寅
績
を
見
る
に
、
最
初
は
芥
村
と
も
に
苦
し
い
財
政
生
前
を
透
。
た
の
で
あ
る
。
米
僚
、
繭
恒
等
原
始
生
産
物
の

師
同
格
が
底
を
つ
い
て
ゐ
る
に
拘
ら
や
租
税
額
は
和
賞
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

せ
め
て
時
局
医
救
珠
算
に
よ
っ
て
財
政
生
前
の

辻
夜
を
合
は
せ
る
と
云
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
然
る
に
一
方
に
於
て
は
米
岡
山
、
繭
岡
山
等
が
徐
々
に
持
ち
直
し
て
景
気
が
回
復
し
農
山
漁

村
の
生
活
が
容
易
に
た
る
と
共
に
他
方
に
各
種
の
財
政
補
給
金
堂
交
付
す
る
事
に
よ
り
地
方
枕
の
増
加
を
食
ひ
止
め
又
は
軽
減
を
は

か
る
事
と
・
な
っ
た
の
が
最
近
の
情
勢
で
あ
る
。
特
に
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
を
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
に
捺
張
し
、
更
に
共
の
金
額

を
増
加
す
る
と
共
に
、
地
租
の
課
税
様
準
を
引
下
げ
る
事
に
よ
っ
て
、
農
山
漁
村
の
財
政
生
活
を
改
善
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。



戦
争
と
云
へ
ば
地
租
の
枕
卒
が
上
が
り
負
権
加
増
す
る
も
の
と
忠
ぴ
込
ん
で
ゐ
た
田
舎
の
故
老
遼
は
日
清
戦
争
臼
露
戦
争
の
営
時
を

同
顧
し
、
今
昔
の
感
に
準
え
友
い
も
の
が
あ
る
。

昭
和
十
四
年
度
議
算
を
見
る
に
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
は
前
年
通
り
に
一
億
三
千
高
闘
を
計
上
し
て
ゐ
る
。
農
山
漁
村
は
直
接

治
負
捨
を
軽
減
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
し
で
も
間
接
税
負
捨
が
増
し
銃
後
の
施
設
の
矯
め
の
協
議
費
の
増
加
を
見
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な

ぃ
。
そ
れ
に
し
て
も
附
税
が
相
つ
い
で
行
は
れ
て
ゐ
る
事
費
下
に
於
て
直
接
税
の
負
携
が
幾
分
で
も
将
減
せ
ら
れ
た
ピ
け
で
も
喜
ぶ

ぺ
き
傾
向
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

地
方
財
政
の
上
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
の
興
へ
た
功
績
は
波
ず
る
事
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。

相
し
形
式
的
に
は
毎
年

一
臨
時
」
の
名
を
附
し
て
暫
定
的
に
要
求
ナ
る
と
一
お
ふ
弱
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
賓
質
的
に
は
附
寸
を
知
っ
て
減
中
る
か
一
知
ら
た
い
と

云
ふ
強
い
も
の
で
あ
る
事
が
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
制
度
の
特
色
で
あ
っ
て
、

己
の
矛
盾
し
て
ゐ
る
所
に
本
制
度
の
訣
陥
が
存
し
て

ゐ
る
。
中
央
地
方
を
通
や
る
税
制
の
棋
本
的
改
革
に
よ
り
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
の
確
立
を
期
ナ
る
事
の
必
要
た
る
は
、
筆
者

の
「
農
山
漁
村
財
政
の
五
箇
年
記
録
」
よ
り
も
一
一
暴
書
き
出
来
る
の
で
あ
る
。

山
村
に
つ
い
て
は
東
京
帝
凶
大
事
農
畢
部
林
政
準
教
室
の
第
一
同
乃
至
第
三
岡
山
村
経
済
食
態
剖
査
報
告
脊
と
令
尉
山
林
曾
聯
合
曾
の
第
四
岡
山

村
経
済
貿
惑
調
査
報
告
書
と
が
有
盆
な
る
参
考
委
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
。

農
山
漁
村
財
政
の
一
立
筒
年
記
録

i¥. 
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